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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき，社団法人日本環境

測定分析協会（JEMCA）及び財団法人日本規格協会（JSA）から，工業標準原案を具して日本工業規格を

改正すべきとの申出があり，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本工業規格で

ある。 

これによって，JIS K 0103:2005 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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日本工業規格          JIS 
 K 0103：2011 
 

排ガス中の硫黄酸化物分析方法 
Methods for determination of sulfur oxides in flue gas 

 
序文 

この規格は，1989 年に第 1 版として発行された ISO 7934 及び 1998 年に第 1 版として発行された ISO 

11632 を基に作成した日本工業規格であるが，ISO 7934 については，技術的内容を変更することなく附属

書 A に規定し，ISO 11632 については，対応国際規格に規定されていない規定項目及び規定内容を追加し，

また，その一部を不採用としている。 

なお，この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は，対応国際規格を変更している事項である。

変更の一覧表にその説明を付けて，附属書 JE に示す。また，附属書 JA～附属書 JD は対応国際規格には

ない事項である。 

 

1 適用範囲 

この規格は，排ガス中の硫黄酸化物を分析する方法（以下，分析方法という。）について規定する。 

この規格において，排ガスとは，燃料などの燃焼，鉱石のばい焼，金属の精錬，硫黄製造工程，その他

の化学反応，脱硫工程などにおいて，煙道，煙突，ダクトなどに排出されるガスをいう。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 

ISO 7934:1989，Stationary source emissions－Determination of the mass concentration of sulfur 

dioxide－Hydrogen peroxide/barium perchlorate/Thorin method 

ISO 11632:1998，Stationary source emissions－Determination of mass concentration of sulfur dioxide

－Ion chromatography method（全体評価：MOD） 

なお，対応の程度を表す記号“MOD”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“修正している”

ことを示す。 

 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は，その 新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS B 7981 排ガス中の二酸化硫黄自動計測システム及び自動計測器 

注記 対応国際規格： ISO 7935:1992 ，Stationary source emissions－Determination of the mass 

concentration of sulfur dioxide－Performance characteristics of automated measuring methods

（MOD） 

JIS K 0050 化学分析方法通則 

JIS K 0055 ガス分析装置校正方法通則 

 


